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愛眼株式会社 コーポレートガバナンス基本方針 

 

第１章 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

 

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

第１条  当社は、事業活動を通じて企業の総合価値を高め、継続的で安定した収益と成

長を図ることが、企業経営の重要使命であると位置付けている。そして、株主、

投資家、従業員をはじめ顧客、取引先などステークホルダーとの共存・共栄を

基本理念に、信頼関係を高めていく。 

また、企業価値を毀損し株主の利益に反することがないよう、経営環境の変化

に迅速かつ的確に業務執行するための、経営管理体制やシステムの見直し・改

善に努め、経営責任の明確化を図る。そして、正確な情報の迅速な開示、法令

や社会倫理に反することがない公正で透明性の高い経営を実現させるため、コ

ーポレートガバナンスの充実に取り組む。特に法令遵守の管理体制（コンプラ

イアンス）の徹底やリスク管理について、体制の整備を進めていく。 

今後も急激に変化する環境下で、企業価値を高め株主価値を高めるために取締

役及び取締役会の権限・責任を明確にし、監査役の権限を強化し、コーポレー

トガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図っていく。 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 

 

（株主総会） 

第２条  当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる

情報については、必要に応じ適確に提供する。 

  ２  当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう株主総会招集通知

を出来るだけ早期に発送するとともに、発送前に当社ホームページ及び東京証

券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」にて開示する。 

  ３  当社は、株主との対話の充実やそのための正確な情報提供等を考慮し、株主総

会関連の日程を適切に設定する。 

  ４  当社の株主構成等を勘案したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採

用及び英文による招集通知の作成を行っていないが、今後の株主構成等の推移

に留意しつつ、引き続き検討する。 

  ５  当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会におい

て議決権の行使等をあらかじめ希望する場合には、信託銀行等と協議し検討す

る。 
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（株主の権利・平等性の確保） 

第３条  当社は、株主の平等性を確保するとともに、少数株主にも認められている権利

の行使に十分に配慮する。 

  ２  取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じら

れた会社提案議案があった場合、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析

を行い、必要な対応を検討する。 

  ３  当社は、社外取締役を２名選任し、社外監査役３名を加えると取締役会の構成

員の３分の１以上が社外役員（社外取締役及び社外監査役をいう。以下同様。）

であるため、取締役の業務執行の監督機能を担保する体制を構築している。ま

た、当社は自己株式の取得及び中間配当に関する決議を取締役会に委任してい

る。 

 

（資本政策） 

第４条  当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、拡大する事業機会を迅速・確実に

捉えるとともにそのリスクに適切に対応するため、必要となる十分な株主資本

の水準を保持する。 

  ２  当社は、株主価値向上のため、自己株式取得等の資本政策を機動的に実施する。 

  ３  当社は、持続可能な事業の業績をベースにして、安定的に配当を実施すること

に加え、その他経営環境の変化に応じ、機動的に財務諸施策を実施することを

基本方針とする。 

 

（政策保有に関する方針） 

第５条  当社は、政策保有株式については取引関係等の円滑化、営業取引関係の維持を

基本的な目的として保有する。 

  ２  政策保有株式の検証にあたっては、毎年、保有株式ごとに保有に伴う便益やリ

スクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シ

ナジー創出等の保有目的に沿っているかを基に精査する。保有の妥当性が認め

られないと考える場合は株価や市場動向等を考慮して売却する。 

  ３  政策保有株式の議決権の行使については、対象となる議案につき、当社の持続

的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、投資先の株主

共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使する。 

  ４  当社は、当社の株式を保有している企業から株式の売却の意向が示された場合

には、その売却は妨げない。 

  ５  当社は、当社の株式を保有している企業と、経済合理性を欠くような取引は行

わない。 
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（買収防衛策） 

第６条  当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と

しており、現段階では買収防衛策の導入の予定はない。 

  ２  当社株式が公開買付けされた場合、会社の所有構造に変動を及ぼし、株主の利

益に影響を与える恐れが生じることから、当社取締役会としての考え方を速や

かに株主へ開示する。 

 

（株主の利益を害する可能性のある資本政策） 

第７条  支配権の大規模な希釈化をもたらす資本政策を行う際には、独立社外役員の意

見に配慮しつつ、その検討過程や実施の目的等の情報を速やかに開示するとと

もに、株主総会の場を活用して十分な説明に努める。 

 

（関連当事者間の取引） 

第８条  当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株

主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様である

ことが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、そ

の承認を得る。 

  ２  当社は、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人とし

て当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議する。 

 

第３章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

（株主以外のステークホルダーとの適切な協働） 

第９条  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとす

る全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識する。 

  ２  当社の取締役会・取締役は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な

事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努める。 

  ３  当社は、1961年の設立以来、社是「一流の精神 一流の信用 一流の品格」を

掲げ、経営方針である「お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業

となることを目指し、安心の技術、納得の商品、気持ちに寄り添うサービスを

提供します。」を基本とし、企業活動を継続する。 

  ４  当社は、「愛眼行動基準」を定めており、これを遵守することにより、自らの企

業使命を自覚し、ステークホルダーに対して積極的に協働し、企業の社会的責

任を果たすよう努める。 

  ５  「愛眼行動基準」は代表取締役社長をはじめとする経営陣が会議、ミーティン

グの機会を利用し、直接説明・確認を行い、全社員への浸透を図る。 
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  ６  当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を

巡る課題については、現在エネルギー使用の合理化、廃材等の再生利用に取り

組んでいる。今後も進捗管理を行なうとともに新たな課題に対しても積極的・

能動的に取り組む。 

  ７  当社は、持続的な成長のためには様々な経験・技能・属性を反映した多種多様

な視点・価値観が必要であることを認識し、社内における人材の多様性の確保

を推進する。また、女性社員の積極的活用を推進するとともに、子育てと仕事

の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環

境を提供するよう努める。 

  ８  当社は、内部通報に係る内部通報規程を策定し、かつ経営企画室に内部通報窓

口を設けている。内部通報があった場合、経営企画室から関連部門に調査・対

応策の立案・実施の指示を行うとともに、通報者への対応報告・是正報告を行

う。また、経営企画室長は運用状況の報告を取締役会に適宜行う。 

  ９  当社は、社内の内部通報に係る体制の一環として、経営陣から独立した窓口の

設置は現在していないが、今後は社内から独立した内部通報窓口を設置するよ

う体制の整備を検討する。 

 

第４章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

（適切な情報開示と透明性の確保） 

第10条  当社は、会社の財政状態・経営成績などの財務情報や、経営方針・経営計画・

経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基

づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的

に取り組む。 

  ２  コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページにて開示する。 

  ３  取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞ

れの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締

役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議によ

り決定する。 

  ４  取締役会は、開示・提供される情報（法令に基づく開示を含む）が株主との間

で建設的な対話を行う上で基盤となることを踏まえ、そうした情報が、正確で

利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるよう努める。 

  ５  当社の株主構成等を勘案したうえで、現時点において英語での情報開示・提供

を行っていないが、今後の検討課題とする。 
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（外部会計監査人） 

第11条  当社では、監査役会、内部監査室、経理等の関連部門と連携し、監査日程及び

体制の確保を計り、外部会計監査人が適切な監査を行えるよう体制確保に努め

る。 

  ２  外部会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監

査時間を確保する。 

  ３  外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専

門性の有無について確認を行う。なお、現在の当社外部会計監査人である有限

責任あずさ監査法人は、独立性・専門性に問題はないものとの認識である。 

  ４  外部会計監査人と代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談時間を設けている。 

  ５  会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役及び社外

取締役との連携を確保する。また、総務部が社外取締役と連携し、随時必要な

情報交換や業務執行状況について確認を行い、外部会計監査人が必要とする情

報等のフィードバックを行う。 

  ６  外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指

摘した場合は、代表取締役社長の指示により、担当取締役が中心となり、調査・

是正を行い、その結果報告を行う体制とする。また、監査役会は、常勤監査役

が中心となり、内部監査室や関連部門と連携をとり、改善確認を行うとともに、

必要に応じ是正を求める。 

  ７  監査役会は、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施

状況の把握・評価を行っており、また、外部会計監査人を適切に評価する基準

を策定している。 

 

第５章 取締役会等の責務 

 

（取締役会及び取締役の役割） 

第12条  当社は、各ステークホルダーに対して必要な情報を適時正確に提供する。また、

重要な情報の開示については取締役会で審議検討し、社外役員を含む客観的な

意見も踏まえ行動する。 

  ２  当社は、職務権限規程において、取締役会・経営会議・代表取締役社長・担当

取締役・担当執行役員・担当部長等の権限を明確に定め、それに基づき、それ

ぞれの決定機関・決定者が審議・決済をする。取締役会は持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・取

締役会規程で定められた重要な事項を、公正な判断に基づき、最善の意思決定

を行う。それ以外の事項は代表取締役社長または業務執行取締役に委任する。 

  ３  当社は、経営環境の変化が激しい中で、中期的な業績予測を公表することは、
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必ずしも株主、投資家の適切な判断に資するものとは限らないと考えており、

中期経営計画は開示しないこととする。当社は、迅速かつ柔軟に最適な経営判

断を行うとともに、株主、投資家に当社の経営戦略や財政状況等を正しく理解

いただくための情報開示のあり方として、中長期的な経営戦略を公表するとと

もに、事業単年度毎の業績等の見通しを公表することとする。また、当該期の

目標額と一定の乖離が生じた際は、必要な開示を行うこととする。 

  ４  当社は、リスク管理規程、コンプライアンス管理規程を定めリスク管理委員会、

コンプライアンス管理委員会を設置している。それぞれの委員会の報告に基づ

き、取締役会はリスク管理体制の適切な構築や、その運用が有効に行われてい

るか否かの監督をする。また、グループ企業にも当社行動基準を適用し、コン

プライアンス体制及びリスク管理体制を構築し、その運用を監督する。 

  ５  取締役は、その職務を適切に執行するために、必要かつ十分な情報収集を図り、

取締役会において互いに積極的に意見を表明し、建設的かつ活発な議論を尽く

し、議決権を行使するよう努める。 

  ６  取締役会資料は、出席者に対し、可能な限り早めに事前配布する。 

  ７  取締役会上申資料以外にも必要に応じて要点を整理・分析された参考資料を配

布する。 

  ８  定例取締役会は、月１回の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間開催スケジ

ュールを取締役及び監査役に通知し、取締役会に出席しやすい状況を確保する。 

  ９  取締役会事務局は、審議項目数に合わせて開催時間を設定し、審議時間を十分

確保する。 

  10  取締役は、取締役会への出席やその準備に十分な時間を確保するため、他の上

場会社の役員兼任については十分配慮し、兼任状況については毎年開示する。 

  11  当社では、独立社外取締役２名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的

な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保している。 

  12  取締役会は、毎年、各取締役の自己評価をベースとして、取締役会全体の実効

性について分析・評価を行う。 

  13  経営陣幹部の選任については会社の業績等の評価を踏まえ、代表取締役の提案

に基づき、取締役会において十分な審議のもと行う。また、解任提案について

は、選定基準を満たさなくなった場合のほか、公序良俗に反する行為を行った

場合、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、職務を懈怠すること

により著しく企業価値を毀損させた場合などを踏まえ、取締役会において決定

する。 

  14  取締役・監査役候補者の選任理由及び取締役・監査役の解任理由は株主総会招

集通知の株主総会参考書類にて開示いたします。 

  15  当社は、代表取締役社長後継者の育成計画を重大な課題と考えており、取締役
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会で定めた中長期経営計画等を踏まえ、代表取締役社長を中心とする主要取締

役が議論を重ねた上で後継者候補を検討し、必要な知識・経験等も考慮しなが

ら役員のローテーションを組む等、中長期計画を策定して、後継者の育成に努

める。 

  16  代表取締役社長後継者候補は取締役会において、事業単年度毎のスキル取得目

標とその成果を報告し、取締役会はその内容に関して適切に助言・監督をする。 

 

（独立社外取締役の役割・責務・有効な活用） 

第13条  当社の独立社外取締役は、独立性の高い社外取締役であるとの自覚のもと、社

内取締役とは異なる知見や思想に基づき、経営の方針や経営改善、取締役会の

重要な意思決定等に対する意見を述べるとともに、取締役や主要株主等との利

益相反取引の監視監督を行う。 

  ２  当社の独立社外取締役は、経営陣幹部の選解任やその他の取締役会の重要な議

案において積極的に意見を表明しており、経営の監督を十分に行っている。 

  ３  当社の独立社外取締役は、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主を

はじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるようにす

る。 

  ４  当社は、取締役５名のうち、独立社外取締役２名選任しており、客観的な立場

から取締役会に出席し、意思決定・業務執行に対して監督を行うことにより、

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を

果たす。 

  ５  独立社外取締役は、必要に応じて社外監査役を含む監査役と連絡を取り、客観

的な立場に基づく意見交換・認識共有を行っている。 

  ６  独立社外取締役は、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役との連携体制は

構築されている。 

 

（代表取締役社長の選解任方針） 

第14条  当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選

任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会

において、社外取締役及び社外監査役の適切な関与・助言を得た上で、資質を

備えた代表取締役社長を選任する。 

  ２  当社では、代表取締役社長を解任するための一律の評価基準や解任要件は定め

ていないが、万一、代表取締役社長が法令・定款等に違反し、当社の企業価値

を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合に

は、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を尽く

した上で、決議する。 
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（取締役会の構成、取締役の任期） 

第15条  取締役会は、活発な議論・検討と迅速な意思決定を可能とするため、15名以内

の適切な人数とし、性別・国籍・年齢に関わらず、社外取締役を含む多様な知

識・経験・能力を備えた人員で構成する。 

  ２  取締役の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。 

 

（取締役候補者の指名方針） 

第16条  取締役会は、原則として代表取締役社長の提案を受け、審議の上、株主の負託

に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役候補者として指名

する。 

  ２  当社の取締役は、会社の業態をよく理解し、会社経営に必要な知識を有し、取

締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有

している者とする。 

  ３  当社の社外取締役は、前項に定める要件に加え、第20条１項に定める独立性基

準を満たす者とする。 

 

（監査役会及び監査役の役割） 

第17条  監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に

寄与し、社会的信用に応えることを目的として、取締役の職務執行を監査する。 

  ２  常勤監査役は、経営会議などの重要な会議への出席及び重要な決済書類の閲覧

ならびに取締役、内部監査室及びその使用人から情報収集を行い、その情報を

監査役会にて報告し、社外監査役と審議の上、経営に対する適切な監査を実施

する。 

  ３  社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために法令上その選

任が義務付けられていること、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客

観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、忌憚のな

い意見を述べる。 

 

（監査役会の構成、監査役の任期） 

第18条  監査役の人数は４名以内とする。このうち半数以上を社外監査役とする。 

  ２  監査役の任期は４年とし、再任を妨げないものとする。 

 

（監査役候補者の指名方針） 

第19条  取締役会は、原則として代表取締役社長の提案を受け、審議の上、株主の負託

に応え監査実務を適切に遂行できる人物を監査役候補者として指名する。なお、

代表取締役社長は監査役会の事前の同意を得たうえで取締役会に提案する。 
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  ２  当社の監査役は、監査役としての職務能力、過去の実績・経験等を勘案し、会

社の持続的な成長を確保し、良質な企業統治体制の確立に寄与することができ

る者とする。 

  ３  当社の社外監査役は、前項に定める要件に加え、第20条１項に定める独立性基

準を満たす者とする。 

 

（社外取締役及び社外監査役の独立性基準） 

第20条  社外取締役及び社外監査役は、会社法や東京証券取引所の定める独立性の判断

基準を勘案した上で取締役候補者または監査役候補者の指名方針に該当する者

を選任する。 

  ２  社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については有価証券報告書

にて開示する。 

 

（役員の報酬等の額の決定に関する基本方針） 

第21条  当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を次のとおり定める。 

  １  取締役の報酬等 

   (1) 基本方針 

当社の取締役の報酬は、業績向上意欲を保持し、また、社外から優秀な人材の

確保が可能な水準であること、経営環境の変化や外部の客観的データ等を考慮

し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であるこ

とを基本方針とする。 

   (2) 基本報酬（金銭報酬）に関する方針 

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と、株主総会に議案として上程し、決議

後の一定の時期に支払われる賞与とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水

準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定す

るものとする。 

   (3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針 

現状では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入してい

ないが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度につ

いては、当社の置かれている経営環境等を考慮して、今後の検討課題とする。 

   (4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 

取締役の個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬年額限度額の

範囲内で、取締役会の決議により、その配分については代表取締役社長に一任

する。その額は、取締役の役位に応じて役員規程に基づき、従業員給与の最高

額、支給実績及び業績指標等を基準に決定する。 
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なお、報酬の決定については、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定

方針及び報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の報酬

委員会等の独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能してい

ると判断している。 

   (5) 株主総会における報酬等の決議内容 

取締役の基本報酬の額は、1988 年６月 29 日開催の第 28 期定時株主総会におい

て年額 300 百万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）

と決議しております。 

  ２  監査役の報酬等 

当社の監査役の報酬等は、基本報酬としての月例の固定報酬及び株主総会に議

案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与により構成しておりま

す。その総額は、1994 年６月 29 日開催の第 34 期定時株主総会において年額 40

百万円以内と決議しております。 

監査役の個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬年額限度額の

範囲内で、支給実績等を基準として、監査役会の協議により決定しております。 

 

（任意の仕組みの活用） 

第22条  当社において、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取

締役会が定めた指名方針に基づき、方針に合致した人物を取締役会で審議のう

え決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報

酬総額の枠内において、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針及

び報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の指名委員

会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に

機能していると考えている。 

 

（情報入手と支援体制） 

第23条  社外取締役については、総務部のスタッフが必要に応じて経営に関する重要な

資料等の説明を行う体制をとる。また、業務執行の意思決定に必要な情報を社

外取締役が適宜入手できるよう、取締役会に担当責任者が適宜出席し案件の説

明と質問への回答の機会を確保する。 

  ２  監査役は、取締役や内部監査室と連携し、監査を行うにあたって必要となる情

報収集を行うとともに、収集した情報に不足がある場合は、常勤監査役が中心

となり、取締役や関連する部門へ必要とする情報や資料の提供を求め、取締役

及び監査役から要請を受けた部門は、適宜情報や資料を提供する。 

  ３  取締役及び監査役は、業務上必要と認められる場合、弁護士やコンサルタント

等外部の専門家の活用を検討すべきと考えている。なお、費用負担については

会社に請求できる体制とする。 
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  ４  内部監査室は、監査結果及び社員へのヒアリングにより把握された業務執行や

執行状況に関する問題点等については代表取締役に報告の上、取締役及び監査

役へ直接報告を行う。その後、担当取締役より各部門への改善指示の交付を行

い、適切に改善が行われる体制とする。また、各事業の問題点を含む事項につ

いて、随時、総務部・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役

からの意見及び依頼事項を受け入れる体制とする。 

（役員に対するトレーニングの方針） 

第24条  当社の取締役及び監査役が、その機能を十分果たすことを可能とするため、そ

の就任の際、また、就任後も継続的に、当社の事業・組織、財務状態、法令遵

守、コーポレートガバナンスその他の事項に関する必要な情報収集・知識の習

得ができるよう、各人の応じた機会を提供する。 

  ２  当社は、経営を監督する上で必要となる情報や知識を提供するなど、取締役・

監査役自らの役割を果たすために必要な機会を提供する。その際の費用負担に

ついては会社に請求できることとする。 

  ３  当社は、取締役及び監査役が各自所属する団体のセミナーや勉強会において、

各人の判断で必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽をする。その際の費用に

ついては会社に請求できることとする。 

 

（株主との建設的な対話に関する方針） 

第25条  持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、会社が相当と認める

範囲及び方法で株主との間で建設的な対話を行う。 

  ２  株主との実際の対話（面談）に関しては、経営企画室を窓口とする。また、株

主・投資家からの要望によっては、可能な範囲で、担当取締役が面談に対応で

きるよう善処する。 

  ３  株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針は、

次のとおりとする。 

   (1) 株主との対話全般につき、経営企画室長が統括し、株主との対話にあたっては、

経営企画室が中心となって、経理部、総務部とともに適切に情報交換を行い、

連携する。 

   (2) 対話において把握された株主の意見等については、定期的に取締役等に報告す

る。 

   (3) 株主との対話にあたっては、社内規程の定めるところに従い、インサイダー情

報を適切に管理する。 

   (4) 株主との建設的な対話を促進するため、自らの株主構造の把握に努める。 

   (5) 現在、決算説明会・投資家説明会等の開催を中断しているが、株主との対話を

充実させるため再開を検討する。 
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  ４  当社は、現在、中長期経営計画については、社外に開示しない。資本政策の基

本的方針や数値目標の策定に当たっては、自社の資本コストを把握したうえで、

事業ポートフォリオの見直し、戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人

材投資等、経営資源の具体的配分等に取り組み、それらの施策に関する株主へ

の説明方法等については、引き続き検討する。 

 

以 上 


